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廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一  
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
並
び
に
産
業
廃
棄
物
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
と
な
る
廃
棄
物
の
拡
充

                                                  

（
新
法
第
二
条
第
三
項
並
び
に
第
四
項
及
び
第
五
項
関
係
）

  

１  

一
般
廃
棄
物
の
う
ち
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
設
置

の
許
可
又
は
届
出
を
要
す
る
廃
棄
物
焼
却
施
設
に
お
け
る
廃
棄
物
の
焼
却
に
伴
っ
て
生
じ
た
ば
い
じ
ん
及
び
焼
却
灰
を
特

別
管
理
一
般
廃
棄
物
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

  

２  

事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
じ
た
廃
棄
物
で
あ
る
、廃
棄
物
の
焼
却
に
伴
っ
て
生
じ
た
ば
い
じ
ん
を
産
業
廃
棄
物
と
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

  

３  

産
業
廃
棄
物
の
う
ち
、廃
棄
物
の
焼
却
に
伴
っ
て
生
じ
た
ば
い
じ
ん
及
び
燃
え
殻
を
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
と
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

第
二  

一
般
廃
棄
物
の
処
分
及
び
一
般
廃
棄
物
焼
却
施
設
に
係
る
規
制
の
強
化

一  

一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
及
び
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
に
お
け
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
係
る
排
出
基
準
の
創
設

                                                                    

（
新
法
第
六
条
の
二
第
四
項
関
係
）

    

一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
及
び
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
は
、廃
棄
物
焼
却
施
設
に
お
い
て
一
般
廃
棄
物
を
焼
却
す
る

場
合
に
関
し
て
は
、
そ
の
焼
却
に
用
い
る
廃
棄
物
焼
却
施
設
の
排
ガ
ス
（
廃
棄
物
焼
却
施
設
の
煙
突
か
ら
排
出
さ
れ
る
ガ
ス
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を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
中
の
ポ
リ
塩
化
ジ
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン
、
ポ
リ
塩
化
ジ
ベ
ン
ゾ
―
パ
ラ
―
ジ
オ
キ
シ
ン
及
び
コ
プ
ラ
ナ

ー
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
（
以
下
「
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
」
と
い
う
。
）
の
濃
度
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
〇
・
一
ナ
ノ
グ

ラ
ム
以
下
と
な
る
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二  

そ
の
設
置
に
つ
い
て
許
可
等
を
要
す
る
一
般
廃
棄
物
焼
却
施
設
の
範
囲
の
拡
大

                                                                        

（
新
法
第
八
条
第
一
項
関
係
）

    

一
般
廃
棄
物
焼
却
施
設
（
事
業
の
用
に
供
し
な
い
一
般
廃
棄
物
焼
却
施
設
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同

じ
。
）
は
、
そ
の
設
置
に
つ
き
許
可
等
を
要
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三  

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
お
け
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
係
る
排
出
基
準
の
創
設

                                                                    

（
新
法
第
八
条
の
二
第
二
項
関
係
）

    

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
一
般
廃
棄
物
焼
却
施
設
に
関
し
て
は
、
一
般
廃
棄
物
焼

却
施
設
に
お
い
て
一
般
廃
棄
物
を
焼
却
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
が
一
立
方
メ
ー
ト

ル
当
た
り
〇
・
一
ナ
ノ
グ
ラ
ム
以
下
と
な
る
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

四  

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
お
け
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
係
る
排
出
基
準
の
創
設

                                                                    

（
新
法
第
八
条
の
三
第
二
項
関
係
）

    

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
一
般
廃
棄
物
焼
却
施
設
に
関
し
て
は
、
そ
の
排
ガ
ス
中
の
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ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
〇
・
一
ナ
ノ
グ
ラ
ム
以
下
と
な
る
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。

五  

一
般
廃
棄
物
焼
却
施
設
の
排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
に
よ
る
使
用
の
停
止
命
令
等

                    

（
新
法
第
九
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
並
び
に
第
九
条
の
三
第
十
項
及
び
第
十
一
項
関
係
）

  

１  

都
道
府
県
知
事
は
、
廃
棄
物
処
理
法
第
十
九
条
第
一
項
の
検
査
の
結
果
、
設
置
の
許
可
に
係
る
一
般
廃
棄
物
焼
却
施
設
の

排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
十
ナ
ノ
グ
ラ
ム
以
下
で
政
令
で
定
め
る
量
を
超
え
る

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
一
般
廃
棄
物
焼
却
施
設
の
設
置
者
に
対
し
、
当
該
一
般
廃
棄
物
焼
却
施
設
の
使
用
の
停
止
を

命
ず
る
と
と
も
に
、
期
限
を
定
め
て
当
該
一
般
廃
棄
物
焼
却
施
設
に
つ
き
必
要
な
改
善
を
命
じ
又
は
当
該
一
般
廃
棄
物

焼
却
施
設
の
設
置
の
許
可
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

  

２  

都
道
府
県
知
事
は
、

の
改
善
命
令
に
係
る
一
般
廃
棄
物
焼
却
施
設
に
つ
い
て
検
査
を
行
い
、
設
置
の
許
可
に
係
る
技
術

上
の
基
準
及
び
維
持
管
理
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
し
て
い
る
と
認

め
る
場
合
に
限
り
、

の
停
止
命
令
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

  

３  

都
道
府
県
知
事
は
、
に
よ
り
改
善
命
令
を
受
け
た
者
が
期
限
ま
で
に
当
該
命
令
に
係
る
一
般
廃
棄
物
焼
却
施
設
に
つ
き

当
該
命
令
に
係
る
改
善
措
置
を
と
ら
な
い
と
き
は
、
当
該
一
般
廃
棄
物
焼
却
施
設
の
設
置
の
許
可
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



4

  
４  

都
道
府
県
知
事
は
、市
町
村
の
設
置
に
係
る
一
般
廃
棄
物
焼
却
施
設
の
排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
を
計
測
し

た
結
果
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
十
ナ
ノ
グ
ラ
ム
以
下
で
政
令
で
定
め
る
量
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
設

置
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
当
該
一
般
廃
棄
物
焼
却
施
設
の
使
用
の
停
止
を
命
ず
る
と
と
も
に
、
期
限
を
定
め
て
当
該
一

般
廃
棄
物
焼
却
施
設
に
つ
き
必
要
な
改
善
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

  

５  

都
道
府
県
知
事
は
、

の
改
善
命
令
に
係
る
一
般
廃
棄
物
焼
却
施
設
に
つ
い
て
検
査
を
行
い
、
設
置
の
許
可
に
係
る
技
術

上
の
基
準
及
び
維
持
管
理
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
し
て
い
る
と
認

め
る
場
合
に
限
り
、

の
停
止
命
令
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

六  

一
般
廃
棄
物
の
再
生
利
用
に
係
る
基
準
に
お
け
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
係
る
排
出
基
準
の
創
設

                                                                

（
新
法
第
九
条
の
五
の
二
第
二
項
関
係
）

    

一
般
廃
棄
物
の
再
生
利
用
に
係
る
基
準
は
、そ
の
再
生
に
伴
っ
て
排
ガ
ス
を
生
ず
る
一
般
廃
棄
物
の
再
生
利
用
に
関
し
て
は
、

そ
の
排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
〇
・
一
ナ
ノ
グ
ラ
ム
以
下
と
な
る
よ
う
に
定
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三  

産
業
廃
棄
物
の
処
分
及
び
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
規
制
の
強
化

一  

産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
に
お
け
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
係
る
排
出
基
準
の
創
設

                         

（
新
法
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
の
二
第
二
項
関
係
）
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産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
は
、
産
業
廃
棄
物
を
焼
却
す
る
場
合
に
関
し
て
は
、
そ
の
焼

却
に
用
い
る
廃
棄
物
焼
却
施
設
の
排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
〇
・
一
ナ
ノ
グ
ラ
ム

以
下
と
な
る
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二  

そ
の
設
置
に
つ
い
て
許
可
を
要
す
る
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設
の
範
囲
の
拡
大        

（
新
法
第
十
五
条
第
一
項
関
係
）

    

す
べ
て
の
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設
は
、
そ
の
設
置
に
つ
き
許
可
を
要
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三  

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
お
け
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
係
る
排
出
基
準
の
創
設

                                                                  

（
新
法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
関
係
）

    

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設
に
関
し
て
は
、
産
業
廃
棄

物
焼
却
施
設
に
お
い
て
産
業
廃
棄
物
を
焼
却
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
が
一
立
方
メ

ー
ト
ル
当
た
り
〇
・
一
ナ
ノ
グ
ラ
ム
以
下
と
な
る
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

四  

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
お
け
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
係
る
排
出
基
準
の
創
設

                                                              

（
新
法
第
十
五
条
の
二
の
二
第
二
項
関
係
）

    

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設
に
関
し
て
は
、
そ
の
排
ガ
ス
中
の

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
〇
・
一
ナ
ノ
グ
ラ
ム
以
下
と
な
る
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。
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五  
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設
の
排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
濃
度
に
よ
る
使
用
の
停
止
命
令
等

                                                    

（
新
法
第
十
五
条
の
三
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
関
係
）

  

１  

都
道
府
県
知
事
は
、
廃
棄
物
処
理
法
第
十
九
条
第
一
項
の
検
査
の
結
果
、
設
置
の
許
可
に
係
る
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設
の

排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
十
ナ
ノ
グ
ラ
ム
以
下
で
政
令
で
定
め
る
量
を
超
え
る

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設
の
設
置
者
に
対
し
、
当
該
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設
の
使
用
の
停
止
を

命
ず
る
と
と
も
に
、
期
限
を
定
め
て
当
該
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設
に
つ
き
必
要
な
改
善
を
命
じ
又
は
当
該
産
業
廃
棄
物
焼

却
施
設
に
係
る
設
置
の
許
可
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

  

２  

都
道
府
県
知
事
は
、

の
改
善
命
令
に
係
る
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設
に
つ
い
て
検
査
を
行
い
、
設
置
の
許
可
に
係
る

技
術
上
の
基
準
及
び
維
持
管
理
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
し
て
い
る

と
認
め
る
場
合
に
限
り
、

の
停
止
命
令
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

  

３  

都
道
府
県
知
事
は
、
に
よ
り
改
善
命
令
を
受
け
た
者
が
期
限
ま
で
に
当
該
命
令
に
係
る
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設
に
つ
き

当
該
命
令
に
係
る
改
善
措
置
を
と
ら
な
い
と
き
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設
の
設
置
の
許
可
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

六  

産
業
廃
棄
物
の
再
生
利
用
に
係
る
基
準
に
お
け
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
係
る
排
出
基
準
の
創
設

                                                              
（
新
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
二
項
関
係
）
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産
業
廃
棄
物
の
再
生
利
用
の
基
準
は
、
そ
の
再
生
に
伴
っ
て
排
ガ
ス
を
生
ず
る
産
業
廃
棄
物
の
再
生
利
用
に
関
し
て
は
、
そ

の
排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
〇
・
一
ナ
ノ
グ
ラ
ム
以
下
と
な
る
よ
う
に
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四  

廃
棄
物
焼
却
施
設
に
よ
ら
な
い
焼
却
の
禁
止                                

（
新
法
第
十
六
条
の
二
関
係
）

    

事
業
者
は
、
廃
棄
物
を
処
分
す
る
た
め
、
廃
棄
物
焼
却
施
設
に
よ
ら
な
い
で
、
み
だ
り
に
廃
棄
物
を
焼
却
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
五  

措
置
の
要
請                                                    

（
新
法
第
十
九
条
の
六
の
二
関
係
）

    

市
町
村
の
長
は
、そ
の
市
町
村
又
は
そ
の
市
町
村
に
隣
接
す
る
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
廃
棄
物
処
理
法
又
は
廃
棄
物
処

理
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
た
廃
棄
物
の
処
分
が
行
わ
れ
、
又
は
行
わ
れ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
に
お
い
て
、
そ

の
住
民
に
係
る
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
必
要
な
措
置
を

と
る
べ
き
こ
と
を
、
そ
の
権
限
を
有
す
る
者
に
対
し
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
六  

罰
則                                                                

（
新
法
第
二
十
六
条
関
係
）

    

第
四
の
規
定
に
違
反
し
て
、
廃
棄
物
を
焼
却
し
た
者
に
対
す
る
罰
則
を
定
め
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
所
要
の
罰
則
の
整
備
を

行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
六  

そ
の
他

一  

施
行
期
日                                                                  

（
附
則
第
一
条
関
係
）
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こ
の
法
律
は
、公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
五
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二  

経
過
措
置                                                    

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
関
係
）

  

１  

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
廃
棄
物
焼
却
施
設
で
こ
の
法
律
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
そ
の
設
置
に
関
し
許
可
を

要
す
る
も
の
と
な
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
に
関
し
新
法
に
よ
る
設
置
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ

と
。

  

２  

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
廃
棄
物
焼
却
施
設
の
設
置
の
許
可
を
受
け
、又
は
設
置
の
許
可
の
申
請
を
し
て
い
る
者
に
係

る
当
該
廃
棄
物
焼
却
施
設
（
政
令
で
定
め
る
廃
棄
物
焼
却
施
設
を
除
く
。
）
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
十
年

間
は
、
排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
に
関
し
、
「
〇
・
一
ナ
ノ
グ
ラ
ム
」
と
あ
る
の
は
「
一
ナ
ノ
グ
ラ
ム
以
下

で
政
令
で
定
め
る
量
」
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

  

３  

及
び

の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三  

そ
の
他                                                        

（
第
九
条
の
五
の
二
第
五
項
等
関
係
）

    

そ
の
他
必
要
な
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。


